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提案理由 

 国からの地方公務員の給与削減の要請を踏まえた地方交付税の削減による影響に対

処するため、一般職の職員の給与を減額して支給したいので、この案を提出するもの

である。



 

   狭山市一般職の職員の給与の額の特例に関する条例 

（狭山市一般職の職員の給与に関する条例の特例） 

第１条 平成２５年１０月１日から平成２６年３月３１日までの間（以下「特例期 

間」という。）においては、狭山市一般職の職員の給与に関する条例（昭和２９年

条例第２１号。以下「給与条例」という。）第３条第２項の給料表の適用を受ける

職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条に規定する一般職に属す

る職員をいう。以下同じ。）に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、

給料月額に次の各号に掲げる職務の級の区分に応じ当該各号に定める割合（以下 

「支給減額率」という。）を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、給与条

例第４条の２に規定する職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、

給料月額に１００分の４．０３を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 

（１）１級 １００分の４．０３ 

（２）２級 １００分の４．４７ 

（３）３級 １００分の６．９７ 

（４）４級 １００分の７．６７ 

（５）５級 １００分の７．７７ 

（６）６級以上 １００分の９．７７ 

２ 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の

支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当す

る額を減ずる。 

（１）給与条例第８条第１項から第４項までの規定により支給される給与 当該職員

に適用される次のアからウまでに掲げる規定の区分に応じ当該アからウまでに定

める額 

  ア 給与条例第８条第１項 前項及び次号に定める額 

イ 給与条例第８条第２項又は第３項 前項に定める額に１００分の８０を乗じ

て得た額 

ウ 給与条例第８条第４項 前項に定める額に１００分の６０を乗じて得た額 

（２）管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に１００分の４．４５を乗じて得た

額 

３ 特例期間においては、給与条例第１３条に規定する勤務１時間当たりの給与額は、

給与条例第１６条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給

料月額に１２を乗じ、その額を１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたもので除し

別紙 



 

て得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。 

（公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例） 

第２条 特例期間においては、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成 

１４年条例第３号）第４条の規定の適用については、同条中「期末手当」とあるの

は「期末手当の額（狭山市一般職の職員の給与の額の特例に関する条例（平成２５

年条例第  号）第１条第１項の規定の適用がある給料については、当該給料の額

から同項の規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた

額とする。）」とする。 

（狭山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の特例） 

第３条 特例期間においては、狭山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 

（平成７年条例第１６号）第１５条第３項（同条例第１６条第４項において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については、同条例第１５条第３項中「同条例第 

１６条」とあるのは「狭山市一般職の職員の給与の額の特例に関する条例（平成 

２５年条例第  号）第１条第３項」とする。 

（狭山市職員の育児休業等に関する条例の特例） 

第４条 特例期間においては、狭山市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例

第２号）第９条の規定の適用については、同条中「同条例第１６条」とあるのは 

「狭山市一般職の職員の給与の額の特例に関する条例（平成２５年条例第  号）

第１条第３項」とする。 

（端数計算） 

第５条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定す

る場合において、当該額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるもの

とする。 

   附 則 

 この条例は、平成２５年１０月１日から施行する。 


